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市民相談（５月〜６月）
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　 場 問 い 合 わ せ

行 政
５ 月16日㈭・ ６ 月20日㈭
午後１ 時～４ 時 市役所１ 階 市民相談室

　 　

法 律

５ 月１ 日㈬・ ８ 日㈬・ 22日㈬・ 23日㈭
午後１ 時～４ 時
※23日の会場は、 アスピ アこ だま１ 階相談室
◎６ 月の相談日

弁護士に
よる 相談

６ 月５ 日㈬・ 12日㈬
午後１ 時～４ 時 定員＝各６ 名（ 先着順)

司法書士に
よる 相談

６ 月19日㈬・ 26日㈬
午後１ 時～４ 時 定員＝各６ 名（ 先着順)

労 働 法 律
５ 月15日㈬　 午後１ 時～４ 時　 定員＝６ 名（ 先着順）
相談員＝弁護士

不 動 産
５ 月10日㈮・ ６ 月14日㈮　 午後１ 時～４ 時
相談員＝宅地建物取引士

年金・ 労働
６ 月13日㈭　 午後１ 時～４ 時
相談員＝社会保険労務士

税 務
５ 月14日㈫・ ６ 月11日㈫　 午後１ 時～４ 時　
相談員＝税理士　

消 費 生 活

毎週月・ 水・ 木・ 金曜日（ 休日を除く ）
午前９ 時30分～正午、 午後１ 時～３ 時30分

市役所４ 階 商工観光課 商工観光課☎25-１ １ ７ ５

毎週火・ 金曜日（ 休日を除く ）

午前９ 時30分～正午、 午後１ 時～３ 時30分
上里町役場２ 階
　 　 　 　 　 産業振興課

上里町役場産業振興課
　 　 　 　 　 ☎35-１ ２ ３ ２

人 権
５ 月28日㈫・ ６ 月３ 日㈪・ 25日㈫　 午後１ 時～４ 時 市役所１ 階市民相談室

市民活動推進課
☎25-１ １ １ ８

５ 月14日㈫・ ６ 月３ 日㈪・ 11日㈫　 午後１ 時～４ 時
アスピ アこ だま２ 階

会議室Ｂ

Ｄ Ｖ ・ 女性
毎週月～金曜日（ 休日を 除く ） 午前８ 時30分～午後５

時15分　
市役所３ 階

市民活動推進課
市民活動推進課
☎25-１ １ ４ ４ ☎25-１ １ １ ８

家 庭 児 童 毎週月～金曜日（ 休日を 除く ) 午前９ 時～午後４ 時
市役所２ 階

こ ども家庭センタ ー
こ ども 家庭セン タ ー
☎25-１ １ ２ ９ (家庭児童相談室)

教 育
（ 不登校等）

毎週月～金曜日（ 休日を除く ) 午前９ 時30分～午後２ 時45分
ふれあい教室（ 早稲田大学
本庄キャンパス90-3号館)

教育支援センタ ー
☎0 8 0 -8 4 7 4 -2 0 9 1

教 育
（ いじ め等）

毎週水曜日（ 休日を除く ） 電話相談： 午後１ 時30分～５ 時
※面談による相談は、 電話相談の時間内に事前予約受付

はにぽんプラ ザ
子どもの心の相談員

☎0 8 0 -8 4 9 4 -1 6 0 9

ひきこもり
相 談

毎週月曜日（ 休日を除く ） 午前９ 時～午後５ 時 市役所１ 階生活支援課
生活支援課
　 　 　 　 　 　 ☎25-１ １ ９ ７

心 配 ご と

５ 月13日㈪・ 27日㈪・ ６ 月10日㈪・ 24日㈪
午後１ 時～４ 時（ 受付は午後３ 時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、 ☎21-８ ９ ７ ６ へ

はにぽんプラ ザ２ 階
　 　 　 　 　 　 活動室Ｃ

本庄市社会福祉協議会
☎24-２ ７ ５ ５

６ 月３ 日㈪
午後１ 時～４ 時（ 受付は午後３ 時30分まで）

アスピアこ だま１ 階
　 　 　 　 　 　 　 会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎73-１ ２ ３ ７

成 年 後 見

成年後見相談員、 アド バイザー（ 弁護士・ 司法書士） による相談
５ 月14日㈫・ 28日㈫・ ６ 月11日㈫・ 25日㈫　 午後１ 時～４ 時
※前月初日（ 休日を 除く ） から 先着順で当日午後２ 時
まで受付（ 受付開始日は電話予約のみ）

はにぽんプラ ザ２ 階
　 　 　 　 　 　 活動室Ｃ 本庄市成年後見サポート センタ ー

本庄市社会福祉協議会
☎24-２ ７ ５ ５

成年後見サポート センタ ー職員による相談（ 電話・ 面談）
毎週月～金曜日( 休日を除く ) 　 午前８ 時30分～午後５ 時15分

はにぽんプラ ザ２ 階
本庄市社会福祉協議会

高 齢 者
相 談

休日を 除く 月～金曜日　 午前８ 時30分～午後５ 時15分
※各地域包括支援セン タ ーが担当する 地域は、 おおむ
ね中学校区域

本庄西地域包括支援センタ ー　 本庄市社会福祉協議会
（ 銀座１ - １ - １ ）　 ☎22- ７ ０ ８ ８

本庄東地域包括支援センタ ー　 安誠園
（ 本庄３ - １ -2 1 ）　 ☎22- ６ ２ ６ ２

本庄南地域包括支援センタ ー　 シャ ロ ーム　
（ 今井 1 2 5 1 -1 ）　 　 　 　 　 ☎23- ９ ５ ８ ０

児玉地域包括支援セン タ ー
（ 児玉町金屋 1 3 0 2 -1 ）　 ☎73- １ ５ ４ ５

若者就労相談
(15歳～49歳 )

毎週月～金曜日、 第４ 土曜日（ 休日を 除く ）
午前９ 時～午後５ 時に事前予約

深谷若者サポート ステーショ ン（ 深谷市西島４ -２ -6 1
ウェ スト ビル２ 階） 　 　 　 　 　 　 ☎0 4 8 -5 7 7 -4 7 2 7

・ 各種相談は予約制

・ ６ 月の相談予約は、 ５ 月20日㈪から 受付開始し

ます（ 先着順。 受付開始日は電話予約のみ） 。

・ 同月に同じ 相談を複数申し 込みする こ と はで

き ません。

各種相談日　 ※休日等により 、 変更になる場合があり ます。

●行政相談　 毎月第３ 木曜日

●法律相談　 ・ 弁 護 士　 毎月第１ ・ ２ 水曜日

　 　 　 　 　 　 ※奇数月第４ 木曜日（ 児玉会場）

　 　 　 　 　 　 ・ 司法書士　 毎月第３ ・ ４ 水曜日

　 　 　 　 　 　 　 （ 労働法律相談のある月は第４ 水曜日のみ）

●労働法律相談（ 弁護士） 　 ５ ・ ８ ・ 11・ ２ 月の第３ 水曜日

●不動産相談　 毎月第２ 金曜日

●年金・ 労働相談　 偶数月第２ 木曜日

●税務相談　 毎月第２ 火曜日

　 　 　 ☎25-１ １ １ ３
市民課

☎25-１ １ １ ２

相談は無料、秘密は厳守し ます。お気軽にご相談く ださ い。

市役所受付時間： 午前８ 時30分～午後５ 時15分

▶ 本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所

　 ☎ 23- ３ ３ ２ ２
　 本庄市保健センタ ー内で、 内科系の比較的症状が軽く 、 入院の

必要がない方の診療を 行います。

※診療以外に関する 問い合わせ・ 電話相談はご遠慮く ださ い。

▼診療日と 受付時間

　 ◆日曜・ 休日・ 年末年始（ 12/3 0 ～１ / ３ ）

①午前９ 時～正午、 ②午後１ 時～４ 時、 ③午後７ 時～９ 時 45 分

※①②では発熱外来を 行っ ていますが、 時間内で診察でき る

人数には限り があり ます。

　 ◆平日木曜日夜間　 午後８ 時～９ 時 45 分

▼用意　 健康保険証

▶ 在宅当番医療機関　 ▶ 診療時間 午前９ 時～正午

５ 月12日㈰ 鈴木外科病院 児玉町八幡山 ☎ 72- １ ２ ３ ５

５ 月19日㈰ 黒岩整形外科医院 上里町七本木 ☎ 34- ０ ５ ５ １

５ 月26日㈰ 恵南ク リ ニッ ク 見福２ 丁目 ☎ 24- ０ ０ ０ ８

６ 月２ 日㈰ あたご山ク リ ニッ ク 中央１ 丁目 ☎ 22- ８ ７ ３ ３

６ 月９ 日㈰ 本庄皮膚科医院 銀座３ 丁目 ☎ 22- ３ ２ ３ ３

※６ 月２ 日㈰のあたご山ク リ ニッ ク の耳鼻咽喉科の診療は、 県事

業によ り 午後５ 時まで実施し ます。

▶ 困っ たと きは電話相談（ 24 時間・ 年中無休受付）
ほんじ ょ う 健康相談ダイ ヤル 2 4 （ 相談料・ 通話料無料）

☎ 0 1 2 0 -1 2 2 -8 8 5

健康・ 医療・ 出産・ 育児・ 介護などの相談、 医療機関情報の提供

を 行います。（ 市内在住者が対象）

埼玉県救急電話相談（ 通話料利用者負担）

☎＃ 7 1 1 9

救急医療相談に看護師が対応し ます。 健康相談・ 育児相談には対

応し ません。（ 大人・ 小児共通）

※ IP 電話、 ひかり 電話、 ダイ ヤル回線から は☎ 0 4 8 -8 2 4 -4199

下記の電話番号から も 救急電話相談が利用でき ます。

○小児救急電話相談　 # 8 0 0 0 または☎ 0 4 8 -8 3 3 -7 9 1 1

令和６ 年度の新型コ ロナウイ ルス感染症に関する相談窓口について

　「 埼玉県コ ロ ナ総合相談セン タ ー」 及び「 埼玉県新型コ ロ ナワ

ク チン 専門相談窓口」 での電話相談は終了し まし た。 新型コ ロ ナ

ウイ ルス感染症に関し て、 発熱等でお困り の場合や、 ワク チン

接種後の副反応等については、「 埼玉県救急電話相談（ # 7 1 1 9 ）」

へご相談く ださ い。

休日・ 夜間の急病のと き は…

※受診の際は、 事前の電話連絡を お願いし ます。

急性虫
ちゅう すい

垂炎について 本庄市児玉郡医師会広報部

　 俗に『 盲腸』 と いわれるも ので、緊急手術を要する病気です。

最近は発生頻度が減っ てき ているよう に思われますが、 放置

すると 命にかかわる場合も あり ます。

　 盲腸は、 右側の大腸のう ち小腸と の接合部より 下の部分を

指し ます。 その盲腸の斜め内側で盲
も う たん

端（ 行き 止まり ） になっ

ている 長さ ４ ～５ cm の突起物を、「 虫垂」 と 呼んでいます。

その虫垂に、 便やその他の物が詰まっ て感染を起こ すと 虫垂

炎と なり 、 右下腹部に痛みを 伴います。 幼児から 高齢者ま

で発症するこ と があり ますが、 特に 1 0 代から 2 0 代に多く 、

男女差はあり ません。 あまり 高熱は出ず、 微熱が多く 、 はじ

めは心
し ん か ぶ

窩部等の痛みや嘔
お う き

気、 嘔吐等の症状の後、 右下腹部に

痛みが移っ てく るこ と が一般的です。 最初から 右下腹部に痛

みが来る こ と も あり ます。 高齢者では症状が軽度だっ たり 、

妊婦では痛みの場所が上にずれていたり し て、 典型的ではあ

り ません。

　 症状の軽いも のから ①カ タ ル性虫垂炎と いい、 虫垂が軽度

に腫
は

れているも ので、 安静と 抗生剤により 治っ てし まいます。

その次に②蜂
ほう かし き え ん せい

窩織炎性虫垂炎と いい、 虫垂の表面に膿
う み

が付い

て腫れているも ので、 手術が必要と なり ます。 も う 少し 進行

すると ③壊
え そ

疽性虫垂炎と なり 、 虫垂の粘膜が壊
え し

死し て内容物

が外へ出て限
げんき ょ く せい

局性腹
ふく まく えん

膜炎を起こ し てし まう も ので、 こ ちら も

手術が必要と なり ます。 最近では、 膿がたまっ て癒着し てい

る場合、 まず抗生剤で抑え、 ３ か月ほど経過し た後に改めて腹

腔鏡で手術をする、 と いっ た治療をするこ と も あり ます。

　 また、 虫垂炎と 紛ら わし い病気に大腸憩
けいし つえん

室炎があり 、 近年

増加し ています。 右側結腸と Ｓ 状結腸に多く あり 、 右大腸

の盲腸付近に憩室炎を 起こ すと 、 エコ ーやＣ Ｔ を 撮ら ない

限り 鑑別するのが難し いです。 特に、 付属器炎や卵
ら んそう のう し ゅ

巣嚢腫の

茎
けいねんてん

捻転等は鑑別が難し いと 思われます。

　 も し 、 右下腹部痛で急に痛みが強く なっ た場合には、 消化

器内科または消化器外科を受診するこ と をお勧めし ます。 受

診時には病状だけでなく 、 保存的または観血的（ 外科的） 治

療が必要かどう かが判断さ れます。 また、 治療が完結し ない

場合、 他院へ紹介さ れるこ と も あり ます。

健康ガイド
みんなの

医療メ モ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

★１ １ ９ 番は緊急時（ 火災やけが人など） の受付専門電話番
号です。 医療機関の情報は、 児玉郡市広域消防本部指令課☎
24- １ １ １ ９ でご案内し ます。 診療科目によ っ ては県外や本
庄市・ 児玉郡以外の病院をご案内する場合も あり ます。


